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２．退職世代等の現状 ④資産の保有状況

⚫退職世代の金融純資産の保有額は現役世代と比べて幅広く分布

⚫退職世代の資産全体の6割以上が住宅資産

⚫退職世代は現役世代よりも住宅資産を保有している割合が高く、保有している住宅の資
産額は現役世代と比べて幅広く分布

現役世代と退職世代の
住宅資産額別の世帯数分布

現役世代と退職世代の
金融純資産の世帯数分布

世帯主が60代の世帯の

資産構成

預貯金,  
17.6
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住宅・宅

地（現住

居）, 51.7

住宅・宅

地（現住

居以外）,  

12.5

その他実

物資産, 7.5

64.2%

（出典）総務省「平成26年全国消費実態調査」より、金融庁作成
（注）現役世代は世帯主年齢が59歳以下、退職世代は世帯主年齢が60

代の世帯
（出典）総務省「平成26年全国消費実態調査」の個票データより、金融

庁作成（二人以上世帯を単純集計したもの）

（出典）総務省「平成26年全国消費実態調査」より、金融庁作成
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１．高齢社会の現状とリスク ②認知能力の低下

⚫ 2035年には有価証券保有者のうち70歳以上の割合が50％となり、65歳以上の認知症患者の割合も

最大で３人に１人となる可能性

⚫ その場合、有価証券全体のうち、15％を認知症患者が保有することとなる可能性
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2035年には、最大で高齢者（65歳以上）の
3人に1人が認知症となる可能性

（注）有病率は、各年齢の認知症有病率が上昇する場合の比率。破線間は95％信頼区間を示す。
（資料） 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学二宮教授）

（出典）みずほ総合研究所「高齢社会と金融～高齢社会と多様化するニーズに金融機関はどう対応するか～」より、抜粋

2050 （年）

［資料③］

出典：高齢社会における金融サービスのあり方（中間的なとりまとめ）(H.30.7.3)



４．検討の視点

②資産の有効活用・取崩し

✓ 資産を効果的に運用しながら取り崩す金融商
品・サービスのあり方

✓ 住み替えや住宅資産の有効活用のあり方 等

③長生きへの備え、資産承継

✓ 長生きに備えた金融サービスのあり方

✓ 資産の円滑な世代間等の移転のあり方

✓ 円滑な事業承継のあり方 等

①就労・積立・運用の継続による所得形成
（勤労収入に加えた財産収入確保の重要性）

✓ 退職世代の就労継続と現役時代からの継続的な資産形成
のあり方

✓ 老後資金の「見える化」のあり方

✓ 退職金・企業年金の活用のあり方 等

① ② ③

（年齢）

（資産額）

④

④高齢者が安心して資産の有効活用を行うための環境整備

✓ フィナンシャル・ジェロントロジーの進展を踏まえたきめ細かな高齢投資家保護のあり方

✓ 高齢者の側に立ってアドバイス等ができる担い手のあり方

✓ 成年後見人による資産管理のあり方 等

＜資産額の推移イメージ＞

従来

今後
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出典：金融審議会 市場WG 「高齢社会における金融サービスのあり方」報告書付属文書（Ｒ1.5.22）
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